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了
也
と
祐
天
と
清
薫
尼
に
つ
い
て 

 

祐
天
寺
主
任
研
究
員 

伊
藤 

丈 
１ 

 

祐
天
が
登
城
し
て
初
め
て
将
軍
綱
吉
に
拝
謁
し
た
の
は
、
祐
天
が
自
ら
増
上

寺
を
離
山
退
出
し
た
貞
享
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

江
戸
幕
府
の
『
日
記
』
（
１
）
に
、
次
の
記
録
が
あ
る
。 

 

二
月
廿
四
日
刻昨

よ夜

り中

晴雨

風卯

起后

増
上
寺 

御
仏
殿
 江

為
御
名
代
大
久
保
加
賀
守
参
詣
、 

巳
后
刻
御
黒
書
院 

出
御
上
段 

御
着
座
、
飯
沼
弘
経
寺
古
岩
事 

増
上
寺
方
丈
後
住
被 

仰
付
之
旨 

御
直
被 

仰
含
之
、
即
刻 

入
御
御
白
書
院
縁
頬
老
中
列
座
、
増
上
寺 

方
丈
出
席
住
職
被
仰
付
難
有
之
旨 

被 

嘉
詞
之
則
滞
座
、
此
時
役
僧
召
出
之
、
所
化 

上
座
祐鑑

天了

御
仏
殿
別
当
日恵

当眼

番院

故最

不勝

罷院

出今 

宝
松
院
広
度
院
清
光
院
是
者
寮
舎
上
座 

寺
家
役
者
貞源

松興

院院

右
方
丈
被 

仰
付
之
旨 

大
久
保
加
賀
守
申
渡
、
列
座
同
上
寺
社
奉
行 

列
侯
（
以
下
略
） 

  

す
な
わ
ち
、
こ
の
貞
享
三
年
二
月
二
十
四
日
に
祐
天
は
綱
吉
に
初
見
の
礼
を

と
っ
た
こ
と
は
判
明
し
た
。 

 

今
、
離
山
が
貞
享
三
年
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
天
保
年
間
に
祐
天
寺
十
世
祐

麟
が
編
写
し
た
『
明
顕
山
寺
録
撮
要
』
（
２
）
壱
に
、 

 

仰
顕
誉
祐
天
大
僧
正
者
、
貞
享
三
寅
年
迄
増
上
寺
所
化
学
席
被
相
勤
候
処
、

子
細
在
之
（
同
年
五
月
十
九
日
）
牛
嶋
 江

隠
遁
、 

 

と
あ
る
の
に
よ
る
。
丸
括
弧
内
は
祐
麟
の
注
記
を
表
し
た
。
し
か
し
、
何
故
に

祐
天
が
突
如
と
し
て
増
上
寺
を
離
山
し
退
出
し
た
か
の
具
体
的
な
理
由
は
分

か
ら
な
い
。
以
下
に
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
。 

 
祐
天
の
三
回
忌
つ
ま
り
享
保
五
年
七
月
十
五
日
に
、「
予
亦
嗣
法
之
子
也
矣
」

（
３
）
と
い
う
釈
勤
息
陽
亨
の
綴
っ
た
『
武
州
荏
原
郡
目
黒
墅
明
顕
山
善
久
院
祐

天
寺
開
山
前
増
上
大
僧
正
明
蓮
社
顕
誉
祐
天
上
人
愚
心
大
和
尚
伝
畧
記
』
（
４
）

に
よ
れ
ば
、 



 
 

了也と祐天と清薫尼について 
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時
将
首向

之衆

位 

忽
遭
屯
退
避
増
上
寺
学
舎
、 

と
あ
り
、
祐
天
は
に
わ
か
に
屯
難
に
遭
遇
し
た
た
め
に
増
上
寺
か
ら
退
避
し
た

と
語
る
。 

 
ま
た
、
同
六
年
五
月
某
日
に
、「
受
法
之
資
」
（
５
）
と
い
う
尾
州
出
身
の
釈
霖

霓
（
６
）
が
纏
め
た
『
開
祖
実
録
』
（
７
）
（
内
題
『
祐
天
寺
開
山
大
僧
正
実
録
』）

に
よ
る
と
、 

 

宜
主
于
檀
林
上
刹
大
建
法
幢
、
敢
任
所
志
退
隠
牛
嶋
、 

 

と
あ
る
。 

 

こ
の
実
録
は
、
同
月
に
釈
霖
霓
が
記
し
た
草
稿
本
『
祐
天
寺
開
山
大
僧
正
実

録 

完
』（
８
）
を
元
と
し
て
な
っ
た
清
書
本
で
あ
り
、
草
稿
本
で
は
右
の
文
は
、 

宜
主
于
檀
林
上
刹
大
建
法
幢
（
敢
任
所
志
）
不
虞
出
縁
山
学
舎
而
退
（
隠
）

〔
下
総
州
牛
嶋
邑
〕 

と
な
っ
て
い
る
。 

 

霖
霓
は
草
稿
本
を
書
い
た
と
き
、
そ
の
文
中
の
語
句
に
つ
き
、
五
月
下
浣
日

に
草
稿
本
『
祐
天
大
僧
正
実
録 

附
』
（
９
）
を
作
り
、
語
釈
を
施
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
草
稿
本
完
の
「
不
虞
出
等
」
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

○
不
虞
出
等 

師
在
縁
山
学
舎
道
高
名
盒
矣
、
故
衆
人
帰
向
受
化
者
早
莫
連
綿

不
絶
也
、
既
而
席
列
衆
中
第
二
臘
次
学
頭
、
時
有
不
虞
乱
僧
階
而
間
隔
於
師
、

学
頭
及
三
老
某
同
時
出
進
二
箇
檀
林
也
、
師
於
是
不
克
忍
之
、
遂
遁
隠
矣
、（
以

下
略
） 

 

 

す
な
わ
ち
、
祐
天
が
増
上
寺
か
ら
遁
隠
し
た
の
は
、
予
想
も
し
な
い
、
僧
階

を
乱
し
て
祐
天
を
遠
ざ
け
、
学
頭
と
三
老
（
臘
）
の
某
が
同
時
に
二
か
所
の
檀

林
に
出
世
し
て
住
職
に
昇
進
し
た
の
で
、
祐
天
は
こ
の
こ
と
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と

が
で
き
ず
に
、
つ
い
に
増
上
寺
を
遁
れ
て
（
牛
嶋
）
に
隠
棲
し
た
と
す
る
。
因

み
に
『
増
上
寺
入
寺
帳
』
（
10
）
に
よ
っ
て
貞
享
元
年
か
ら
同
四
年
ま
で
の
増
上

寺
で
の
月
行
事
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

  
 

貞
享
元
年
 甲

子 

二
月 

当
月
行
事 

春
応 

 
 

同
年
三
月 

当
月
行
事 

秀
道 

 
 

同
年
四
月 

当
月
行
事 

鑑
了 

 
 

同
年
五
月 

当
月
行
事 

祐
天 

 
 

同
年
六
月 

当
月
行
事 

呑
啓 

 
 

同
年
七
月 

当
月
行
事 

全
波 

 
 

同
年
八
月 

当
月
行
事 

円
意 

 
 

同
年
九
月 

当
月
行
事 

慈
雲 

 
 

同
年
十
月 

当
月
行
事 

徹
道 

 
 

同
年
霜
月 

当
月
行
事 

聖
位 

 
 

同
年
極
月 

当
月
行
事 

廓
栄 

 
 

貞
享
二
 乙

丑 

年
正
月 

当
月
行
事 

相
山 

 
 

同
年
二
月 

当
月
行
事 

春
応 

 
 

同
年
三
月 

当
月
行
事 

秀
道 

 
 

同
年
四
月 

当
月
行
事 

鑑
了 

 
 

同
年
五
月 

当
月
行
事 

祐
天 

 
 

同
年
六
月 

当
月
行
事 

呑
啓 

 
 

同
年
七
月 

当
月
行
事 

全
波 

 
 

同
年
八
月 
当
月
行
事 

円
意 



 
 

了也と祐天と清薫尼について 
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同
年
九
月 

当
月
行
事 

慈
雲 

 
 

同
年
十
月 

当
月
行
事 

徹
道 

 
 

同
年
霜
月 

当
月
行
事 

聖
位 

 
 

同
年
極
月 

当
月
行
事 

廓
瑩 

 
 

貞
享
三
 丙

寅 

年
正
月 

当
月
行
事 

鑑
了 

 
 

同
年
二
月 

当
月
行
事 

祐
天 

 
 

同
年
三
月 

当
月
行
事 

全
波 

 
 

同
年
閏
三
月 
当
月
行
事 

慈
雲 

 
 

同
年
四
月 

当
月
行
事 

聖
意 

 
 

同
年
六
月 

当
月
行
事 

嶽
雲 

 
 

同
年
七
月 

当
月
行
事 
円
鏡 

 
 

同
年
八
月 

当
月
行
事 

慣
良 

 
 

同
年
九
月 

当
月
行
事 

意
覚 

 
 

同
年
十
月 

当
月
行
事 

門
秀 

 
 

同
年
霜
月 

当
月
行
事 

寂
仙 

 
 

同
年
十
二
月 

当
月
行
事 

円
理 

 
 

貞
享
四
 丁

卯 

二
月 

当
月
行
事 

門
秀 

 
 

同
年
三
月 

当
月
行
事 

寂
仙 

 
 

同
年
四
月 

当
月
行
事 

円
理 

 
 

同
年
五
月 

当
月
行
事 

雲
臥 

 
 

同
年
六
月 

当
月
行
事 

詮
察 

 
 

同
年
七
月 

当
月
行
事 

淳
甫 

 
 

同
年
八
月 

当
月
行
事 

長
巌 

 
 

同
年
九
月 

当
月
行
事 

察
応 

 
 

同
年
十
月 

当
月
行
事 

可
辨 

 
 

同
年
霜
月 

当
月
行
事 

了
秀 

 

す
な
わ
ち
、
貞
享
三
年
二
月
以
後
、
祐
天
の
名
は
当
月
行
事
に
は
見
え
ず
、

や
は
り
『
明
顕
山
寺
録
撮
要
』
壱
が
い
う
よ
う
に
、
同
年
五
月
十
九
日
に
増
上

寺
を
離
山
し
退
出
し
た
こ
と
が
肯
け
る
。 

 

こ
こ
に
い
う
学
頭
と
は
、
『
日
記
』
貞
享
三
年
に
、 

  
 
 

三
月
廿
日
 晴 

 
 

檀
林
所
之
住
職
被 

仰
付
之
、
 鎌

 倉

光
明
寺
 江

 岩

 築

浄
国
寺
孤 

雲 

、 

 
 

 飯

 沼

弘
経
寺
 江

 生

 実

大
巌
寺
了 

也 

、
 浅

 草

霊
山
寺 

 
 

 江

 増

 上

 寺

 伴

 頭

鑑 

了 

、
 館

 林

善
導
寺
 江

 同

 寺

 四

 臈

円 

意 

、 

 
 

右
之
通
一
人
充
住
職
被 

 
 

仰
付
之
旨
松
平
日
向
守
伝
達
之
、
但
鑑
了
儀 

 
 

今
度
霊
山
寺
檀
林
所
再
興
被 

 
 

仰
付
之
付
而
住
職
新
規
被 

仰
付
之
申
達
之
、 

 
 

老
中
列
座
寺
社
奉
行
侍
座
増
上
寺
方
丈 

 
 

出
座
也
、 

 

と
あ
る
中
の
鑑
了
を
指
し
、
三
老
の
某
と
は
、
同
『
日
記
』
閏
三
月
に
、 

  
 
 

廿
六
日
雨今

午暁

刻雷

雨止

止辰

陰暫

未時

刻晴

雷降

寺
院
後
住
被 

 
 

仰
付
之
次
第
 岩

 築

浄
国
寺
 江

増
上
寺
二
臈
慈
雲
 生

 実

大
巌
寺 

 
 

 江

 増

 上

 寺

 三

 臈

徹
道
、
右
一
人
ツ
ゝ
住
職
被 

 
 

仰
付
之
旨
老
中
列
座
阿
部
豊
後
守
伝
達
之
、 

 
 

増
上
寺
方
丈
出
座
寺
社
奉
行
侍
座
、 

 
 

過
而
方
丈
退
出
之
時
老
中
杉
戸
際
迄
送
之
、 

 

と
記
す
中
の
徹
道
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 



 
 

了也と祐天と清薫尼について 
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た
だ
、
右
の
『
日
記
』
に
見
る
如
く
、
鑑
了
は
伴
頭
（
学
頭
）
か
ら
霊
山
寺

へ
、
ま
た
三
臈
（
臘
）
の
徹
道
は
生
実
大
巌
寺
に
住
職
と
し
て
晋
山
し
た
こ
と

は
知
り
得
る
の
だ
が
、
こ
の
事
実
の
み
を
も
っ
て
全
面
的
に
霖
霓
の
草
稿
本

『
祐
天
寺
開
山
大
僧
正
実
録 

附
』
の
記
述
を
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
霖
霓
は
勤
息
の
前
述
の
略
記
を
参
考
に
し
て
、
実
記
の
草
稿
本
の

附
と
清
書
本
の
附
を
著
作
し
た
ら
し
く
、
略
記
の
字
句
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
転

写
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
11
）
。 

２ 

 

延
宝
二
年
八
月
二
日
、
祐
天
の
師
檀
通
が
鎌
倉
光
明
寺
で
没
し
た
（
12
）
。『
増

上
寺
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
祐
天
は
翌
三
年
七
月
十
七
日
、
詮
応
の
随
身
衆
の

一
人
と
し
て
、
同
光
明
寺
よ
り
増
上
寺
へ
帰
山
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
檀

通
は
没
す
る
そ
の
日
、
詮
応
に
璽
書
を
伝
授
（
13
）
し
て
光
明
寺
の
後
事
を
託
し

た
が
、
翌
三
年
四
月
二
十
四
日
、
増
上
寺
二
十
七
世
珂
天
が
退
山
（
14
）
し
た
こ

と
で
、
閏
四
月
二
十
八
日
に
登
城
し
、
将
軍
家
綱
の
命
を
受
け
て
二
十
八
世
と

な
り
（
15
）
、
増
上
寺
に
晋
山
す
る
。
祐
天
ら
は
そ
の
の
ち
の
七
月
十
七
日
に
増

上
寺
に
帰
山
し
た
の
で
あ
る
。
詮
応
は
五
月
十
一
日
に
再
び
登
城
し
、
増
上
寺

住
職
任
官
の
答
礼
を
し
た
（
16
）
。 

 

祐
天
が
帰
山
し
た
翌
八
月
は
了
也
が
月
行
事
を
勤
め
て
い
る
（
17
）
。
了
也
は

延
宝
八
年
四
月
二
日
に
、
将
軍
家
綱
の
命
に
よ
り
生
実
大
巌
寺
十
一
世
住
職
と

な
っ
た
（
18
）
こ
と
が
、
幕
府
の
『
柳
営
日
次
記
』
（
19
）
に
、 

  
 
 

延
宝
八
 庚

申 

年
四
月 

 
 

二
日 

 
 
 

京
都
知
恩
寺
後
住
 生

 実

大
巌
寺 

 
 
 

生
実
大
巌
寺
後
住 

増
上
寺
一
臈
 了

 也 

 
 

右
被
仰
付
段
増
上
寺
方
丈
 江

被
仰
渡
之
、 

 

と
あ
る
の
で
、
了
也
は
延
宝
三
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
八
年
四
月
二
日
頃
ま
で

は
増
上
寺
に
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
間
、
了
也
と
祐
天
が
お
そ

ら
く
接
触
を
持
っ
た
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ
の
確
固
た
る
証
左
と
な
る
史
料
は
、

未
見
で
あ
る
。
た
だ
、
次
の
点
だ
け
は
指
摘
で
き
よ
う
。
了
也
は
初
め
小
金
東

漸
寺
中
の
浄
嘉
院
了
聞
の
元
で
剃
染
し
、
の
ち
本
院
の
了
学
に
師
事
し
修
学
し

た
（
20
）
。
こ
の
了
学
と
は
す
な
わ
ち
観
智
国
師
存
応
の
弟
子
で
あ
る
。
祐
天
の

師
檀
通
の
師
随
波
も
同
じ
く
存
応
か
ら
師
資
相
承
し
た
（
21
）
。
し
た
が
っ
て
、

了
也
と
祐
天
は
共
に
存
応
の
学
系
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
了
也
と
祐
天

の
接
触
は
、
祐
天
が
増
上
寺
を
離
山
し
退
出
し
た
の
ち
密
度
を
増
し
た
と
見
る
。 

 

五
十
歳
で
増
上
寺
を
離
山
し
た
祐
天
の
行
動
は
、
草
稿
本
『
祐
天
大
僧
正
実

録 

附
』
に
、 

  
 

初
一
両
月
在
浅
茅
蓮
華
院
、
而
移
牛
嶋
結
廬
而
住
也 

 

と
あ
り
、
２
か
月
ほ
ど
浅
茅
（
原
）
蓮
華
院
（
寺
）
に
寄
寓
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

蓮
華
院
は
、
正
徳
三
年
お
よ
び
享
保
五
年
頃
の
写
本
に
な
る
、
『
江
戸
寺
院

由
緒
記
』
（
22
）
第
五
十
六
冊
に
よ
れ
ば
、 

 

今
戸
町 

紫
金
山
如
来
寺 

開
山
覚
蓮
社
転
誉
上
人
成
弁
伝
夢
和
尚
、
生

国
上
野
国
館
林
、
姓
氏
川
田
氏
、
剃
髪
師
浅
草
新
寺
町
清
徳
寺
開
山
心
誉

善
覚
、
学
問
檀
林
館
林
善
導
寺
随
波
和
尚
代
、
附
法
師
増
上
寺
登
誉
上
人
、

寛
永
二
年
乙
丑
年
起
立
、
初
者
住
横
山
町
其
後
慶
安
三
壬
寅
年
移
今
戸
町
、

寛
文
十
二
壬
子
年
四
月
十
三
日
寂
、
行
年
七
十
五
歳
、 
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と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
祐
天
が
こ
の
蓮
華
院
に
寄
寓
し
た
わ
け
は
、
随
波
が
檀

通
の
師
で
檀
通
が
祐
天
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。 

 

祐
天
が
い
つ
牛
嶋
に
廬
を
結
ん
だ
か
は
確
定
し
が
た
い
。
右
の
草
稿
本
『
祐

天
大
僧
正
実
録 

附
』
に
記
す
よ
う
に
、
一
両
月
ほ
ど
蓮
華
院
に
寄
住
し
て
そ

の
の
ち
す
ぐ
に
牛
嶋
に
移
っ
て
廬
を
結
ん
だ
と
す
れ
ば
、
祐
天
が
増
上
寺
を
離

山
退
出
し
た
の
が
貞
享
三
年
五
月
十
九
日
で
あ
る
か
ら
、
同
年
七
月
下
旬
に
は

牛
嶋
に
住
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
祐
天
の
牛
嶋
で
の
行
業
を
伝
え

る
と
見
ら
れ
る
『
祐
天
大
僧
正
利
益
記
』
（
23
）
上
を
具
に
閲
し
て
も
、
貞
享
三

年
七
月
下
旬
頃
か
ら
元
禄
二
年
十
二
月
頃
ま
で
の
牛
嶋
に
お
け
る
行
業
に
つ

い
て
の
記
述
は
全
く
な
く
、
記
述
は
元
禄
三
年
春
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
約
三
年

の
間
、
祐
天
は
略
記
や
実
録
が
伝
え
る
よ
う
に
、
や
は
り
奈
良
や
京
都
等
を
巡

錫
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

右
の
元
禄
三
年
春
の
記
述
は
、
祐
天
が
確
か
に
奈
良
に
行
っ
た
こ
と
を
裏
付

け
る
一
つ
の
例
証
で
あ
る
。
同
利
益
記
上
に
は
条
目
（
24
）
を
「
名
号
霊
験
の
事
」

と
す
る
。
内
容
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

元
禄
三
年
午
年
の
春
、
江
戸
浅
草
寺
の
境
内
よ
り
出
火
し
て
、
忽
ち
駒
形

辺
に
ひ
ろ
ご
り
、
や
が
て
川
を
こ
え
、
本
所
中
の
郷
ま
で
焼
失
せ
り
、
師

の
庵
室
も
原師

にハ

す此

ミ時

玉本

へ所

り石

瞬
息
の
う
ち
に
焦
土
と
な
り
ぬ
、
其
時
名

号
の
箱
を
庵
室
の
外
に
出
し
置
て
、
持
去
る
い
と
ま
な
か
り
し
か
バ
、
箱

ハ
形
も
な
く
焼
う
せ
て
、
名
号
は
壱
枚
も
焼
失
せ
ず
、
折
ふ
し
風
烈
し
く
、

多
く
四
方
に
飛
散
し
を
諸
人
ひ
ろ
い
得
て
尊
重
し
け
り
、
ま
た
火
事
の
翌

日
近
所
の
小
児
庵
室
の
灰
の
中
よ
り
、
焦
た
る
紙
を
か
き
出
せ
し
を
、
松

平
内
蔵
侯
の
蒼
頭
、
通
り
か
か
り
て
開
き
ミ
れ
ハ
、
師
の
真
筆
の
名
号
な

り
、
両
端
は
焼
損
じ
て
、
六
字
の
間
ハ
儼
然
た
り
、
児
輩
に
乞
ふ
て
持
帰

り
、
上
野
池
の
は
た
に
す
め
る
経
師
、
高
梨
清
兵
衛
に
表
具
を
頼
ミ
け
れ

バ
、
清
兵
衛
い
ふ
や
う
、
ケ
様
に
両
端
の
焦
げ
た
る
を
表
具
せ
ん
よ
り
、

あ
た
ら
し
き
名
号
を
、
申
受
て
進
ず
べ
し
と
、
蒼
頭
が
曰
、
と
か
く
よ
き

や
う
に
頼
ミ
入
と
、
清
兵
衛
師
の
庵
室
に
参
り
、
し
か
〳
〵
の
趣
を
も
て

願
ひ
け
れ
バ
、
す
な
は
ち
十
念
名
号
を
書
写
し
て
玉
ハ
り
し
を
、
表
具
し

て
遣
ハ
し
け
る
と
ぞ
、
其
焼
残
り
し
名
号
ハ
、
常
州
小
釘
村
の
名
主
三
郎

左
衛
門
が
乞
受
て
護
持
し
け
る
と
な
ん
、
前
に
い
ふ
名
号
の
箱
と
ハ
、
其

頃
南
都
大
仏
殿
再
建
の
大
勧
進
、
龍
松
院
の
願
ひ
に
依
て
、
勧
化
助
成
の

為
に
、
寄
附
し
玉
ふ
名
号
の
箱
な
り
、
毎
夜
軾
剖
壱
本
燃
る
を
限
り
と
し

て
、
書
写
し
玉
ふ
こ
と
、
十
椪
年
に
及
し
か
バ
、
都
て
三
十
椪
万
枚
に
至

り
し
と
ぞ
、
然
る
に
此
度
の
火
事
に
数
百
枚
の
名
号
、
一
幅
も
焼
失
せ
ざ

り
し
ハ
、
偏
に
大
勧
進
の
感
得
な
り
と
て
、
一
枚
を
龍
松
院
に
送
り
玉
ひ

け
れ
バ
、
南
都
の
近
郷
遠
村
を
い
は
ず
、
諸
人
聞
伝
へ
て
、
拝
瞻
を
願
ふ

者
夥
し
か
り
し
と
な
ん
、 

  

こ
こ
に
い
う
春
と
は
正
月
十
日
（
25
）
の
こ
と
で
あ
る
。
本
所
石
原
と
は
、
牛

嶋
か
ら
西
北
へ
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
で
、
現
在
の
墨
田
区
東
駒
形
町
一
帯

に
本
所
牛
嶋
と
石
原
が
あ
っ
た
。
大
勧
進
と
は
東
大
寺
大
仏
殿
再
建
者
の
公
慶

で
、
龍
松
院
は
同
寺
内
の
勧
進
所
の
あ
っ
た
公
慶
の
坊
舎
で
あ
る
。 

 

草
稿
本
『
祐
天
大
僧
正
利
益
記 

完
』
に
よ
れ
ば
、 

  
 

師
初
游
方
之
時
、
詣
南
都
大
仏
殿
見
回
禄
巳
往
年
久
而
尊
像
侵
雨
露
、
慨

焉
発
願
曰
自
後
有
堂
宇
再
営
之
時
、
宜
随
力
加
其
資
助
也
、
良
願
不
違
旋
還
之

後
、
遂
建
大
殿
巨
楹
十
有
椪
株
焉
、
是
師
多
年
所
積
之
浄
財
以
充
其
料
云
、 

 

と
あ
り
、
祐
天
が
東
大
寺
大
仏
殿
の
荒
廃
を
実
際
に
目
に
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
草
稿
本
『
祐
天
大
僧
正
実
録 

附
』
は
、
草
稿
本
実
録
の
完
に
い
う
「
建
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大
殿
巨
楹
等
」
を
、 

 

○
建
大
殿
巨
楹
等 

師
諸
方
游
歴
之
後
、
大
仏
大
勧
進
某
僧
来
東
武
 牛

嶋 

津
師
、
師
時
有
大
柱
十
本
建
立
之
約
也
、
経
数
歳
師
不
食
先
約
遂
建
大

柱
十
有
三
本
、
其
一
本
之
料
（
凡
）
当
七
百
金
云
則
十
三
株
之
料
凡
至
一

万
金
也
、
皆
是
名
号
授
与
睹
財
（
併
）
充
彼
料
者
也
、 

 

と
注
解
し
、
ま
た
、
草
稿
本
実
録
の
附
の
清
書
本
『
祐
天
寺
開
山
実
録 

附
』

（
26
）
は
、
同
文
言
を
、 

 

建
大
殿
巨
楹
等 

大
仏
大
勧
進
某
訪
艸
菴
、
師
曰
吾
有
意
願
応
寄
附
大
楹

十
株
 云

云 

、
他
日
師
告
信
心
道
俗
曰
、
吾
約
寄
附
巨
楹
十
株
、
斯
願
奈

何
果
乎
、
道
俗
議
云
師
名
号
利
益
掲
焉
、
故
衆
人
懇
望
之
、
若
以
名
号
寄

附
勧
進
所
令
受
者
、
謝
施
浄
財
充
巨
楹
料
、
成
功
必
矣
、
自
黙
贈
名
号
於

勧
進
所
数
年
而
果
願
望
也
、
於
是
大
勧
進
曰
雖
師
願
既
成
勧
進
所
之
繁
栄

者
因
師
名
号
耳
、
無
名
号
則
勧
進
難
成
、
冀
師
思
焉
、
師
許
諾
時
々
贈
之

数
年
矣
、
其
施
貲
殆
及
万
金
云
、 

 

と
説
明
す
る
。 

 

こ
の
三
書
の
記
載
は
『
祐
天
寺
秘
書
之
内
抜
書
』
（
27
）
に
そ
の
証
言
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
次
の
一
文
で
あ
る
。 

 

南
都
大
仏
殿
御
建
立
に
は
、
柱
十
本
御
寄
進
被
游
度
思
召
に
依
て
、
少
々

ツ
ゝ
金
子
勧
進
所
 江

被
遣
候
ヘ
ハ
、
勧
進
聖
龍
松
院
の
願
ひ
に
ハ
、
御
名

号
に
て
御
寄
進
被
成
下
候
様
に
と
被
申
候
に
付
、
元
禄
四
年
 未

八
月
十
一

日
よ
り
勧
進
所
 江

御
名
号
被
遣
候
、
御
名
号
の
報
謝
金
大
凡
壱
万
両
程
も

有
之
候
よ
し
、 

  

こ
の
抜
書
に
よ
れ
ば
、
祐
天
が
名
号
を
勧
進
所
へ
送
っ
た
の
は
、
元
禄
四
年

八
月
十
一
日
か
ら
で
あ
る
。
利
益
記
で
は
元
禄
三
年
正
月
十
日
以
後
に
、
数
百

枚
の
う
ち
の
一
枚
を
勧
進
所
に
送
っ
た
と
記
す
。
し
た
が
っ
て
、
祐
天
は
名
号

を
元
禄
三
年
正
月
十
日
過
ぎ
に
一
枚
送
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
東
大
寺
の
近
郷

遠
村
の
人
々
の
祐
天
へ
の
帰
敬
の
念
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
で
、
公
慶

は
金
子
よ
り
も
名
号
の
施
与
を
祐
天
に
願
っ
た
と
考
え
る
。 

 

祐
天
が
焼
残
り
の
名
号
を
い
つ
勧
進
所
に
送
り
、
公
慶
が
い
つ
牛
嶋
を
訪
ね

た
か
は
、
『
祐
天
大
僧
正
御
化
益
日
記 

全
』
（
28
）
に
、 

 

焼
残
り
し
名
号
一
ふ
く
 午

年
秋
南
都
 江

送
り
給
ふ
、
又
此
事
南
都
隣
国

に
無
隠
貴
賤
老
若
里
う
セ
う
院
 江

詣
ず
る
、
同
年
十
一
月
里
う
照
院
下
向

有
て
彼
御
名
号
の
御
礼
と
し
て
御
庵
室
 江

来
り
、
去
 ル

十
夜
の
内
よ
り

諸
人
に
け
ち
ゑ
ん
仕
と
語
り
給
ふ
、 

 

と
あ
る
。
し
か
し
、
『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
（
29
）
に
は
、
元
禄
四
年
十
一
月

十
九
日
に
「
公
慶 

江
戸
へ
下
向
す
」
と
あ
る
の
で
、
同
御
化
益
日
記
の
「
同

年
」
と
い
う
記
載
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。 

 

『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
に
よ
れ
ば
、 

  
 
 

元
禄
五
年
壬
申 

十
二
月
廿
二
日
、
江
戸
、
高
野
山
大
徳
院
の
持 

 

地
に
大
仏
殿
勧
進
所

を
建
つ
。 

 
 

〔
大
仏
殿
再
興
記
〕 

元
禄
五
 壬

申 

年
十
月
朔
日
、
龍
松
院
公
慶
江
都
 江

下
向
、
江
戸
之
外
、
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無
縁
寺
之
近
所
 ニ

高
野
山
大
徳
院
持
地
あ
り
、
此
地
勧
進
所
建 

 江

 戸

 講

 中

 営

 之

地
畳
方
弐
十
間
、
同
十
二
月
廿
二
日
移
徙
、 

 
 
 

公
慶 

 
 

〔
年
譜
〕 

 
 

十
二
月
廿
二
日
、
東
武
本
所
搆
一
寺
号
曰
勧
進
所
、
（
30
） 

 

と
あ
る
の
で
、
祐
天
は
こ
の
勧
進
所
設
立
以
後
は
、
名
号
を
こ
こ
に
送
り
届
け

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
勧
進
所
は
本
所
回
向
院
横
の
真
言
宗
大
徳
院
内
に

あ
り
、
牛
嶋
や
石
原
か
ら
至
近
の
距
離
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
六
年
、
こ

こ
で
不
断
念
仏
が
修
さ
れ
た
こ
と
が
、
同
年
譜
聚
英
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。 

  
 

六
月
五
日
、
江
戸
大
仏
勧
進
所
に
て
不
断
念
仏 

 
 

を
修
す
。 

 
 

〔
年
譜
〕 

 
 

東
武
勧
進
所
始
修
不
断
念
仏
断俊

念乗

仏上

今人

依修

旧不 

 
 

六
月
五
日
、
増
上
寺
大
僧
正
貞
誉
開
闢
之
、
（
31
） 

  

貞
誉
了
也
と
公
慶
と
の
結
び
つ
き
は
、
『
新
撰
往
生
伝
』
巻
之
四
に
、 

  
 

一
年
、
東
大
寺
大
勧
進
職
公
慶
上
人
、
請
于
師 

 
 

而
禀
伝
浄
宗
蘊
旨
、
大
篤
師
資
之
礼
、
（
32
） 

 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
親
交
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
了
也
と
祐
天
の
接

触
も
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
さ
ら
に
親
密
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

３ 

 

貞
享
三
年
九
月
二
十
九
日
、
了
也
は
綱
吉
の
命
に
よ
り
飯
沼
弘
経
寺
か
ら
伝

通
院
住
職
と
し
て
転
住
し
た
。
祐
天
が
増
上
寺
を
離
山
退
出
し
た
四
か
月
余
の

の
ち
で
あ
る
。
『
日
記
』
に
、
了
也
が
伝
通
院
住
職
を
拝
命
し
た
旨
を
次
の
よ

う
に
記
す
。 

  
 

九
月
二
十
九
日
雨陰

即巳

刻后

止刻

 小

飯
沼
弘
経
寺
 了

 也 

 
 

伝
通
院
住
職
被 

仰
付
之
旨
老
中
列
座 

 
 

阿
部
豊
後
守
伝
達
之
、
席
御
白
書
院
縁
頬 

 
 

但
増
上
寺
方
丈
出
座
也
、 

  

元
禄
五
年
二
月
二
十
四
日
、
了
也
は
三
た
び
綱
吉
の
命
を
受
け
て
増
上
寺
三

十
二
世
と
な
る
（
33
）
。
本
所
大
徳
院
内
の
勧
進
所
に
お
け
る
不
断
念
仏
を
開
闢

し
た
の
が
同
六
月
五
日
で
あ
る
か
ら
、
了
也
が
公
慶
の
要
請
を
入
れ
て
修
行
し

た
こ
と
に
な
る
。 

 

公
慶
は
同
年
二
月
九
日
、
す
で
に
内
証
に
て
知
足
院
隆
光
の
取
持
ち
よ
り
綱

吉
と
の
対
面
を
果
た
す
。
『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

〔
年
中
行
事
記
〕 

二
月
十
日
、
龍
松
院
上
人
書
状
至
来
、
昨
九
日
公
方
様
知
足
院
 江

御
成
付
、

知
足
院
僧
正
以
取
持
御
前
 江

被
出
、
御
講
釈
致
拝
聞
、
御
仕
舞
等
拝
見
仕

難
有
仕
合
、
先
右
之
通
内
証
之
御
目
見
 江

相
済
、
大
悦
不
過
之
旨
申
来
畢
、 

〔
大
仏
再
建
記
〕 

同
二
月
九
日
、
於
知
足
院
之
方
、
龍
松
院
御
目
見
 江

初
也
、
（
34
） 
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元
禄
五
年
四
月
二
十
七
日
、
厳
有
院
殿
の
十
三
回
忌
の
追
善
と
し
て
、
本
所

牛
嶋
に
清
薫
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
清
薫
寺
は
家
光
の
侍
女
清
薫
が
家
光
の
死
後

に
幡
随
院
六
世
感
瑞
を
師
と
し
て
剃
髪
し
、
本
所
牛
嶋
に
四
百
五
十
坪
の
土
地

を
買
い
求
め
て
、
慶
安
四
年
そ
こ
に
庵
室
を
建
て
た
こ
と
に
始
ま
る
。
『
御
府

内
備
考
続
編
』
巻
之
六
十
八
（
35
）
に
よ
れ
ば
、 

  
 

浅
草
幡
随
院
末 

如
法
山
正
覚
院
感
応
寺 

 
 

○
開
山
空
蓮
社
香
誉
清
薫
法
意
比
丘
尼 

 

と
あ
り
、
同
巻
の
「
清
薫
一
代
記
」
に
、 

 

祐
天
大
僧
正
い
ま
た
庵
室
に
ま
せ
し
と
き
ハ
感
応
寺
と
軒
近
ふ
し
て
た

か
ひ
に
称
名
の
声
不
断
や
ま
さ
る
を
、
清
薫
も 

御
前
に
て
祐
天
上
人
の

徳
行
を
帰
依
し
申
上
、
祐
天
上
人
も
清
薫
を
真
の
念
仏
者
也
と
つ
ね
ゝ
称

賛
し
給
ひ
た
り
、
其
後
祐
天
上
人
増
上
寺
大
僧
正
に
て
仰
ら
れ
給
ふ
と
き
、

清
薫
を
近
ふ
召
て
、
我
庵
室
に
あ
り
し
時
、
法
尼
の
吹
挙
ゆ
え
我
徳
行 

御
上
に
し
ろ
し
召
れ
、
今
か
や
う
に
衆
生
済
度
す
る
事
心
の
こ
と
く
成
も

（
以
下
略
） 

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
祐
天
は
清
薫
寺
の
ち
の
感
応
寺
に
ご
く
近
い
と
こ
ろ
に
廬

を
結
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
同
九
年
三
月
十
六
日
に
は
、
了
也
と

幡
随
院
厳
誉
が
、
厳
有
院
殿
十
七
回
忌
の
追
善
と
し
て
同
寺
に
建
立
さ
れ
た
念

仏
堂
の
常
念
仏
修
行
を
開
闢
し
た
こ
と
が
、
同
じ
く
「
清
薫
一
代
記
」
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

祐
天
は
牛
嶋
に
い
た
元
禄
三
年
正
月
頃
か
ら
同
十
二
年
二
月
頃
ま
で
の
間

に
、
了
也
と
共
に
本
所
緑
町
一
丁
目
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
三
尊
像
の
開
眼

を
行
っ
た
こ
と
等
が
、
文
政
十
一
年
九
月
の
『
町
方
書
上
』
（
36
）
に
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、 

 

元
禄
年
中
、
当
院
の
檀
家
関
岡
平
内
政

、
深
く
専
念
の
道
に
帰
し
、
縁

山
の
貞
誉
大
僧
正
と
旧
交
の
ゆ
へ
を
以
て
、
窺
に
家
に
請
じ
奉
る
、
此
時

祐
天
僧
正
未
徳
を
か
く
し
て
牛
島
に
幽
栖
し
お
る
な
れ
ば
、
こ
れ
も
正

か
乞
に
よ
り
て
其
応
に
あ
つ
か
り
給
ふ
、 

 

と
あ
り
、 

 

政

云
、
も
し
元
祖
上
人
の
真
作
の
仏
像
あ
り
て
得
て
持
念
す
る
も
の
な

ら
は
生
涯
の
望
た
り
ぬ
と
、
僧
正
此
言
を
聞
給
ひ
、
会
下
の
秀
巌
此
尊
像

を
護
持
す
る
こ
と
を
も
の
語
り
給
ひ
、
則
命
せ
ら
れ
て
政

か
家
に
世
々

伝
持
せ
る
恵
心
の
作
の
三
尊
を
秀
巌
師
に
送
り
、
且
黄
金
二
百
両
を
添
て

出
世
の
資
料
に
あ
て
し
め
、
秀
巌
師
よ
り
此
尊
像
を
政

か
家
に
送
り
、

互
に
か
え
て
持
念
せ
し
む
、
此
時
ま
た
僧
正
と
祐
天
和
上
を
請
し
上
り
て
、

勧
請
の
式
と
ゝ
の
ふ
、
夫
よ
り
世
々
関
岡
の
家
に
古
の
尊
像
を
伝
持
す
と

 云

云 

、 

 

と
あ
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
関
岡
平
内
に
つ
い
て
は
、
同
『
町
方
書
上
』
に
、 

 

阿
弥
陀
如
来
立
像 

円
光
大
師
作 

但
丈
三
尺
、
身
金
色
衣
木
地 

右
者
私
先
祖
四
代
目
関
岡
長
兵
衛
儀
、
元
禄
年
中
、
増
上
寺
貞
誉
大
僧
正

帰
依
而
私
宅
 江

御
入
来
之
節
御
世
話
被
下
秀
巌
 与

申
所
化
、
右
仏
像
所

持
 ニ

有
之
候
処
信
仰
 ニ

付
、
先
祖
所
持
之
恵
心
僧
都
作
之
三
尊
之
阿
弥
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－ 9 － 

陀
如
来
之
像
 ニ

金
弐
百
両
相
添
秀
巌
に
遣
、
円
光
大
師
作
仏
を
先
祖
譲
受
、

只
今
以
持
伝
罷
在
、
右
旧
記
所
持
仕
候
、 

 

と
い
い
、 

  
 
 

四
代
目 

右
関
岡
長
兵
衛
儀
、
年
月
不
知
名
主
役
被
仰
付
、
相
生
町
緑
町
小
泉
町
亀

沢
町
支
配
仕
候
、 

 

と
い
う
。 

  

右
之
阿
弥
陀
如
来
の
記
事
に
は
ま
た
、
細
字
の
割
注
に
て
、 

 

宝
暦
五
年
の
夏
、
小
金
東
漸
寺
貞
鏡
大
和
尚
此
尊
像
を
拝
し
給
ふ
と
き
、

認
之
添
給
ふ
記
事
に
く
は
し
け
れ
は
、
こ
こ
に
畧
す
、
平
内
は
本
所
の
者

也
、 

 

と
あ
り
、
貞
鏡
の
記
事
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
文
を
掲
げ
る
。 

 

東
都
関
岡
平
内
者
蔵
家
於
一
仏
真
、
乃
無
量
寿
如
来
像
而
我
之
吉
水
大
師

所
造
焉
、
其
所
由
伝
久
矣
、
蓋
平
内
謂
余
曰
、
某
家
而
奉
蔵
此
尊
像
也
者
、

昔
者
有
恵
心
僧
都
所
造
西
方
三
聖
之
像
也
、
而
亦
世
伝
矣
、
以
至
於
某
之

先
四
祖
時
、
欲
奉
請
縁
山
貞
誉
大
僧
正
、
而
使
牛
嶋
之
高
隠
祐
天
和
上
与

以
其
応
也
、
且
雖
僧
正
重
任
不
可
顕
臨
於
市
間
乎
、
然
以
旧
好
之
故
、
敢

間
入
而
以
拝
彼
像
曰
此
是
恵
心
造
焉
、
異
哉
霊
矣
、
某
祖
奉
対
曰
、
某
家

世
蔵
之
久
矣
、
某
亦
及
幸
修
西
方
之
浄
業
也
、
唯
恨
不
獲
浄
家
高
祖
所
造

之
尊
像
而
護
持
焉
、
僧
正
曰
、
善
哉
我
之
輪
下
学
士
有
秀
巌
者
、
護
持
吉

水
大
師
所
造
之
像
我
知
之
也
、
命
則
可
易
此
像
也
、
而
命
下
秀
巌
師
奉
諾
、

於
此
以
三
聖
像
易
於
今
之
像
、
又
以
黄
金
二
百
金
使
予
之
秀
巌
師
以
充
其

出
世
資
料
焉
、
而
後
行
於
勧
請
之
事
也
、
亦
間
奉
請
僧
正
、
而
使
祐
天
大

和
上
任
於
法
要
之
役
而
列
也
、
於
此
乎
得
蔵
某
家
於
此
尊
像
矣
、
（
以
下

略
） 

 
 
 

宝
暦
五
年
 乙

亥 

夏
五
月
仏
法
山
東
漸
寺
主
明
誉
貞
鏡
誌 

  

こ
の
貞
鏡
の
記
事
は
、
前
出
の
阿
弥
陀
如
来
三
尊
像
開
眼
等
の
原
文
と
考
え

る
。 

 

祐
天
は
東
漸
寺
に
元
禄
八
年
に
金
子
百
両
を
寄
進
す
る
。
『
小
金
東
漸
寺
史 

全
』
（
37
）
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。 

  
 
 

顕
誉
大
僧
正
寄
進
状 

 
 
 
 
 

東
漸
寺
江
寄
進
之
事 

 
 

一
金
子
合
百
両
也 

右
之
金
子
為
東
漸
寺
常
住
物
、
従
祐
天
修
復
料
寸
日
牌
料
被
為
寄
附
之

間
、
代
々
住
持
並
近
所
之
末
寺
檀
方
、
以
相
談
之
金
子
堅
無
紛
失
様
被

致
置
之
、
院
宇
破
損
之
節
利
金
可
被
用
之
者
、
依
之
為
後
証
師
檀
末
寺

一
紙
連
判
納
置
于
当
山
畢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

増
上
寺
役
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
陽
院 

花
押 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
光
院 

花
押 

 

元
禄
八
年
 亥

年
正
月
十
四
日 

 
 

判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吟 
 

達 

花
押 
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判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀 

円 

花
押 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

判 

  
東
漸
寺
は
了
也
が
剃
髪
し
修
学
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
祐
天
の
こ
の
金
子
百

両
の
寄
進
は
、
関
岡
平
内
宅
で
了
也
と
直
接
会
っ
た
爾
後
と
も
考
え
た
い
の
だ

が
、
そ
れ
を
明
言
す
べ
き
史
料
に
乏
し
い
。 

 

し
か
し
、
次
の
記
録
が
そ
れ
を
補
う
よ
う
で
あ
る
。 

 

元
禄
八
亥
年
四
月
三
日
辰
刻
、
当
山
へ
入
ら
せ
ら
る
、
（
中
略
）
法
問
御

聴
聞
遊
さ
れ
た
き
旨
仰
出
さ
る
、
則
ち
『
浄
土
本
縁
経
』
に
て
現
世
無
比

楽
後
生
清
浄
土
の
法
則
、
方
丈
扱
は
る
人
数
は
大
光
院
祐
天
秀
円
吟
達
了

俊
了
専
六
人
な
り
、 

こ
の
六
人
内
、
大
光
院
祐
天
弐
人
へ
銀
五
枚
づ
つ
、
所
化
役
両
人
へ
銀
三

枚
づ
ゝ
、
了
俊
了
専
へ
銀
弐
枚
づ
ゝ
を
下
さ
る
、
（
中
略
） 

廿
四
日
、
昨
日
御
入
の
御
礼
と
し
て
三
丸
殿
へ
参
上
、
御
馳
走
御
饗
応

下
々
ま
て
下
さ
る
、
（
38
） 

  

す
な
わ
ち
こ
の
日
、
祐
天
は
増
上
寺
で
綱
吉
と
桂
昌
院
に
拝
謁
し
た
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
本
所
の
関
岡
平
内
宅
で
了
也
と
会
っ
た
こ
と
で
、
了
也
が
牛
嶋

の
廬
に
隠
棲
す
る
祐
天
を
、
お
そ
ら
く
桂
昌
院
の
請
い
を
受
け
て
こ
の
日
に
呼

び
寄
せ
、
法
問
に
加
え
た
こ
と
は
あ
り
得
た
と
思
う
。
し
か
も
東
漸
寺
へ
の
金

子
百
両
の
寄
進
は
、
増
上
寺
の
寺
家
役
者
天
陽
院
と
月
光
院
、
所
化
役
者
吟
達

と
秀
円
の
連
判
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
す
に
、
祐
天
は
東
漸
寺

へ
の
寄
進
で
あ
る
金
子
百
両
を
、
寄
進
状
に
認
め
ら
れ
た
如
く
元
禄
八
年
正
月

十
四
日
、
あ
る
い
は
こ
の
日
以
前
に
増
上
寺
に
持
参
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。 

 

増
上
寺
で
法
問
の
あ
っ
た
四
月
二
十
三
日
、
桂
昌
院
も
登
山
し
た
こ
と
は
、

『
柳
営
日
次
記
』
に
、 

  
 

桂
昌
院
様 

増
上
寺
 江

被
為 

入
御 

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
、
祐
天
は
初
め
て
桂
昌
院
と
会
し
た
と
見
ら
れ
る
。

桂
昌
院
は
同
七
年
八
月
二
十
六
日
に
増
上
寺
に
登
山
し
、
初
め
て
方
丈
了
也
に

対
面
す
る
（
39
）
。
こ
の
桂
昌
院
と
祐
天
と
の
出
会
い
は
、
「
鎌
倉
光
明
寺
檀
通

上
人
御
復
内
書
附
」
（
40
）
に
、 

 

元
禄
八
亥
年
四
月
廿
三
日
、
桂
昌
尼
入
御
于
縁
山
、
被
祐
天
召
出
、
此
日

以
本
縁
経
現
受
無
比
文
法
門
普
説
、
誉貞

正僧

其
雖
有
紅
薗
尾
無
隠
焉
、
遂

当
生
実
大
巌
寺
無
住
以 

厳
命
住
（
中
略
） 

 

維
夫
享
保
八
 癸

卯 

十
二
月
二
日
、
奉
納
明
誉
上
人
影
腹
老
身
自
筆
文

畢
、
又
命
 小

 師

而
令
謄
之
送
于
明
顕
山
丈
室
（
以
下
略
） 

 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
桂
昌
院
と
祐
天
と
の
初
め
て
の
出
会
い
は
、
元
禄
八
年

四
月
二
十
三
日
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

 

元
禄
五
年
二
月
二
十
四
日
、
了
也
が
増
上
寺
三
十
二
世
と
な
っ
て
以
来
、
初

め
て
綱
吉
が
増
上
寺
に
登
山
入
御
し
た
こ
と
が
、
『
柳
営
日
次
記
』
に
、 

  
 
 

元
禄
七
 甲

戌 

年
正
月 

 
 
 

廿
四
日 

巳
后
刻 

増
上
寺
 江

被
為
成 

方
丈
入
院
後
初
而 

御
参
詣
 ニ

付
、
方

丈
 ヘ

銀
二
百
枚
時
ふ
く
十
、
役
者
弐
人
 ヘ

十
枚
弐
ツ
ゝ
被
下
、 
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－ 11 － 

と
見
え
て
い
る
。
綱
吉
は
了
也
に
篤
い
帰
依
と
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
貞
享
三
年
九
月
二
十
九
日
に
了
也
を
伝
通
院
住
職
と
し
、
さ
ら
に
元
禄
五

年
二
月
二
十
四
日
に
増
上
寺
住
職
に
任
官
さ
せ
て
か
ら
は
、
し
ば
し
ば
了
也
に

登
城
を
命
じ
る
一
方
で
、
了
也
の
坊
に
臨
む
。 

 
す
な
わ
ち
、
同
年
二
月
二
十
七
日
、
了
也
等
の
請
い
に
よ
り
御
座
所
に
『
大

学
』
の
三
綱
領
を
講
じ
（
41
）
、
同
年
九
月
二
日
、
了
也
に
瀧
見
観
音
画
像
一
軸

を
賜
い
（
42
）
、
同
年
十
一
月
二
十
四
日
は
、
了
也
、
門
秀
ほ
か
を
御
座
所
に
召

し
て
浄
土
宗
の
論
議
を
聴
聞
（
43
）
、
同
七
年
二
月
六
日
に
は
、
了
也
等
の
願
い

に
よ
っ
て
、
御
座
所
で
『
易
経
』
を
講
説
し
（
44
）
、
同
年
閏
五
月
十
二
日
は
、

初
め
て
増
上
寺
了
也
の
坊
に
臨
み
、
了
也
を
大
僧
正
に
任
じ
て
の
ち
、
京
都
清

浄
花
院
、
鎌
倉
光
明
寺
、
新
田
大
光
院
、
そ
し
て
霊
巌
寺
に
よ
る
浄
土
法
問
を

聴
聞
（
45
）
。
六
月
二
十
八
日
、
了
也
が
任
官
大
僧
正
拝
命
を
謝
し
て
登
城
す
る

（
46
）
。 

 

同
年
八
月
二
十
六
日
、
桂
昌
院
が
増
上
寺
に
入
来
す
る
。
こ
の
日
は
桂
昌
院

は
了
也
と
初
め
て
対
面
、
延
年
転
寿
の
法
談
を
聴
聞
（
47
）
、
二
十
七
日
は
了
也

が
登
城
し
て
桂
昌
院
に
法
話
す
る
（
48
）
。 

 

同
八
年
三
月
二
十
三
日
、
綱
吉
は
了
也
の
坊
に
臨
み
、
鎌
倉
光
明
寺
、
飯
沼

弘
経
寺
、
瓜
連
常
福
寺
、
江
戸
崎
大
念
寺
、
館
林
善
導
寺
、
小
金
東
漸
寺
、
霊

巌
寺
、
川
越
蓮
馨
寺
、
生
実
大
巌
寺
、
鴻
巣
勝
願
寺
ほ
か
、
合
わ
せ
て
十
五
か

寺
に
よ
る
浄
土
法
問
を
聴
聞
、
自
ら
『
論
語
』
学
而
篇
を
講
説
し
た
（
49
）
。
翌

日
、
了
也
が
登
城
し
て
二
十
三
日
の
臨
駕
を
謝
し
た
（
50
）
。
同
年
四
月
五
日
、

綱
吉
は
了
也
と
諸
僧
を
召
し
、
御
座
所
に
て
『
易
経
』
を
講
説
、
申
楽
を
陪
観

さ
せ
る
（
51
）
。
四
月
二
十
三
日
は
桂
昌
院
と
共
に
綱
吉
が
増
上
寺
に
入
御
し
た

こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
日
以
来
、
桂
昌
院
は
幾
度
も
増
上
寺
に

参
詣
す
る
。 

 

元
禄
九
年
四
月
八
日
、
桂
昌
院
は
増
上
寺
に
詣
で
て
浄
土
法
問
を
聴
聞
す
る
。

こ
の
日
の
算
題
は
仏
証
生
の
法
則
で
あ
っ
た
。
前
年
の
四
月
二
十
三
日
に
つ
づ

い
て
、
祐
天
が
法
問
の
席
上
に
呼
ば
れ
た
。
拝
領
物
は
、
了
也
が
黄
金
十
枚
、

昆
布
一
箱
等
、
祐
天
へ
は
縮
綿
三
巻
と
金
弐
千
疋
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
日
、

東
大
寺
龍
松
院
公
慶
と
本
所
感
応
寺
の
清
薫
も
召
さ
れ
、
公
慶
が
縮
綿
弐
巻
、

清
薫
尼
が
金
千
疋
を
拝
領
し
た
（
52
）
。
同
年
七
月
二
十
六
日
、
了
也
が
登
城
し

て
大
原
談
義
を
講
じ
、
綱
吉
が
『
論
語
』
を
講
じ
た
（
53
）
。
隆
光
の
『
護
持
院

日
記
』
（
54
）
に
「
廿
六
日
、
増
上
寺
登
城
、
御
講
尺
、
論
語
之
由
、
俄
ニ
御
能

有
之
、
又
十
歳
十
二
三
歳
小
僧
四
人
法
問
有
之
由
、
其
日
、
愚
衲
等
覚
王
院
ヘ

罷
越
也
」
と
あ
る
。 

 

同
年
八
月
二
十
九
日
、
桂
昌
院
が
増
上
寺
で
了
也
を
師
と
し
て
五
重
相
承
を

受
け
た
（
55
）
。
こ
の
日
、
綱
吉
は
在
城
し
て
『
易
経
』
を
講
説
し
た
（
56
）
。 

 

同
十
年
三
月
二
十
九
日
、
桂
昌
院
が
増
上
寺
に
詣
で
て
浄
土
法
問
を
聴
聞
。

こ
の
日
、
祐
天
が
召
さ
れ
て
拝
領
物
が
あ
っ
た
。
了
也
が
黄
金
十
枚
、
樽
二
荷
、

く
る
み
一
箱
、
岩
茸
一
箱
、
昆
布
一
箱
等
。
祐
天
が
縮
緬
三
巻
、
銀
五
枚
で
、

「
こ
の
銀
は
現
当
二
世
の
利
益
の
念
仏
、
念
仏
は
下
人
の
唱
物
と
申
あ
や
ま
り

の
こ
と
を
法
談
致
さ
れ
候
に
付
い
て
下
さ
れ
、
祐
天
の
談
義
に
て
疑
い
を
去
り

し
よ
し
を
（
桂
昌
院
が
）
仰
ら
る
」
（
57
）
と
い
う
。
な
お
こ
の
日
、
清
薫
尼
と

公
慶
も
召
さ
れ
、
清
薫
尼
は
金
弐
千
疋
と
袷
二
つ
を
拝
領
し
、
公
慶
は
氷
餅
一

箱
を
献
上
し
た
。
ま
た
、
鶴
姫
、
千
代
姫
か
ら
桧
重
の
進
上
物
が
あ
っ
た
。 

 

同
年
五
月
二
十
二
日
、
綱
吉
は
了
也
と
諸
僧
を
登
城
さ
せ
、
『
易
経
』
の
講

説
を
し
、
十
月
二
日
に
は
、
綱
吉
が
了
也
の
方
丈
を
訪
い
、
香
衣
檀
林
十
二
僧

等
を
招
集
し
て
浄
土
法
問
が
あ
っ
た
旨
が
『
日
記
』
に
見
え
る
。 

 
同
十
一
年
三
月
二
十
九
日
、
桂
昌
院
が
増
上
寺
に
参
詣
、
浄
土
法
問
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
日
も
や
は
り
祐
天
が
呼
ば
れ
、
現
世
無
比
楽
の
文
に
つ
い
て
説
法

し
た
（
58
）
。
こ
の
日
、
清
薫
尼
と
公
慶
も
召
さ
れ
、
桂
昌
院
か
ら
清
薫
尼
は
銀

二
枚
、
公
慶
は
金
五
百
疋
の
拝
領
物
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
清
薫
尼
か
ら
桂
昌
院
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へ
煎
餅
、
公
慶
か
ら
桂
昌
院
へ
生
花
の
献
上
が
あ
っ
た
。 

 

清
薫
尼
が
い
つ
桂
昌
院
の
侍
尼
と
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

『
新
撰
往
生
伝
』
巻
之
四
「
大
僧
正
了
也
字
自
然
号
念
蓮
社
貞
誉
」
に
、 

 

又
、
大
母
従
一
位
君
、
早
信
宗
教
依
師
勧
導
益
修
念
仏
、
一
年
命
侍
尼
香

誉
清
薫
唐
如
法
山
感
応
寺 

於
北
本
所
薫始

清号

 寺

使
師
開
立
常
恒
念
仏
、
（
59
） 

 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
に
、
こ
こ
に
い
う
依
師
勧
導
益
修
念
仏
と
は
、
す

な
わ
ち
前
記
の
元
禄
七
年
八
月
二
十
六
日
の
了
也
と
の
初
対
面
と
延
年
転
寿

の
法
話
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
八
年
四
月
二
十
三
日
の
法
問
と
祐
天
と
の
直
接
の

出
会
い
、
加
え
て
同
九
年
四
月
八
日
の
法
問
つ
ま
り
仏
証
生
の
法
則
に
よ
っ
て
、

八
月
二
十
九
日
に
は
五
重
相
承
を
受
け
る
に
至
り
、
同
十
年
三
月
二
十
九
日
に

は
、
祐
天
に
よ
る
現
当
二
世
の
念
仏
利
益
の
法
談
と
、
翌
十
一
年
三
月
二
十
九

日
の
祐
天
の
現
世
無
比
楽
の
説
法
に
よ
っ
て
、
念
仏
者
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味

し
よ
う
。
こ
と
に
元
禄
十
年
三
月
二
十
九
日
の
祐
天
の
談
義
に
よ
り
、
お
そ
ら

く
桂
昌
院
は
西
方
極
楽
往
生
と
い
う
浄
土
の
教
え
に
対
す
る
疑
い
を
去
っ
た

こ
と
が
、
桂
昌
院
を
し
て
念
仏
者
た
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
え
よ
う
。 

 

一
方
、
綱
吉
も
了
也
を
崇
敬
す
る
こ
と
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。

同
じ
く
『
新
撰
往
生
伝
』
巻
之
四
「
大
僧
正
了
也
字
自
然
号
念
蓮
社
貞
誉
」
に
、 

 

常
憲
大
君
崇
欽
絮
比
、
楠
延
営
中
諮
問
道
教
、
師
啓
対
得
柯
所
説
能
適
台

情
、
恒
前
茵
致
問
移
糟
傾
聴
、
雖
登
営
有
早
晩
必
至
夜
而
出
、
或
時
大
君

執
師
之
手
送
便
殿
、
師
極
辞
、
時
大
君
曰
、
恒
聞
道
誨
荷
負
法
恩
太
重
、

此
乃
非
一
世
機
縁
、
礼
遇
豈
容
不
若
斯
哉
、
師
於
是
謹
謝
而
帰
、
（
60
） 

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
が
知
ら
れ
る
。 

 

元
禄
十
二
年
二
月
四
日
、
了
也
が
祐
天
を
伴
い
、
登
城
す
る
。『
日
記
』
に
、 

  
 
 

二
月 

 
 

四
日
（
中
略
） 

 
 

増
上
寺
方
丈
今
日
祐
天
同
道
ニ
テ
登 

 
 

城
ノ
処
、
祐
天
義
拾
八
ヶ
寺
ノ
内
、 

 
 

住
職
可
被 

仰
付
ノ
旨
被 

仰
出
、 

 

と
あ
り
、
ま
た
、 

  
 

廿
七
日 

来
月
五
日
増
上
寺 

御
成
之
義 

 
 

被 

仰
出
、 

 
 

生
実
大
巌
寺
後
住
、
祐
天
被 

仰
付
、 

 

と
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
同
年
二
月
四
日
は
檀
林
十
八
か
寺
の
い
ず
れ
か
に
住
職
と
し
て

入
住
さ
せ
る
と
の
綱
吉
の
仰
せ
で
あ
り
、
実
際
に
生
実
大
巌
寺
の
後
住
に
決
定

し
た
の
は
、
二
月
二
十
七
日
で
あ
る
。 

 

『
大
巌
寺
文
書
』
第
四
巻
に
、 

 

 

十
五
世
顕
誉
伝 

釈
顕
誉
諱
祐
天
号
明
蓮
社
、
又
字
名
愚
心
生
奥
州
岩
城
人
也
、
是
則
館
林

善
導
寺
明
誉
檀
通
上
人
高
弟
也
、
師
没
後
卓
錫
三
縁
山
修
道
、
後
有
以
退

縁
山
蟄
居
牛
嶋
、
雖
韜
光
晦
跡
人
焉
蠅
也
、
徳
光
厚
遂
元
禄
十
二
己
卯
春

正
月
奉
君
命
、
出
牛
嶋
蟄
崛
騰
大
巌
霊
峰
（
以
下
略
）
、 
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と
あ
り
、
元
禄
十
二
年
春
正
月
奉
君
命
出
牛
嶋
蟄
崛
の
正
月
と
は
、
蓋
し
誤
り

で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
『
柳
営
日
次
記
』
に
は
、 

  
 

四
日
（
中
略
） 

 
 

生
実
大
巌
寺
住
（
 増

 上

 寺

 元

 二

 臈

）
祐
天
被 

 
 

仰
付
旨
、
増
上
寺
方
丈
へ
同
人
申
渡
之
、 

 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
祐
天
が
増
上
寺
を
離
山
退
出
し
た
と
き
の
僧
階
は
、
二

臈
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
然
す
る
。 

 

祐
天
は
生
実
大
巌
寺
後
住
を
拝
命
し
た
翌
日
、
そ
の
御
礼
に
登
城
し
た
旨
が
、

『
日
記
』
に
、 

  
 
 

廿
八
日 

例
月
之
御
礼
有
之 

 
 

入
院
之
御
礼 

 
 
 

一
束
一
本 

 
 
 
 

新
田
大
光
院 

 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 

生
実
大
巌
寺 

 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 

江
戸
崎
大
念
寺 

 

と
見
え
る
。
『
柳
営
日
次
記
』
に
は
、 

  
 
 

廿
八
日 

 
 

巳
下
刻
御
白
書
院
江 

出
御
月
次
之
御
礼
相
済 

 
 
 

一
束
一
巻 

入
院
御
礼 

 

生
実
大
巌
寺 

 

と
あ
る
。 

 

 

祐
天
が
生
実
大
巌
寺
に
入
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、『
憲
廟
実
録
』

（
『
常
憲
院
贈
大
相
国
公
実
記
』
（
61
）
巻
二
十
四
）
に
、 

  
 
 

元
禄
十
二
年
己
卯 

御
年
五
十
四
歳 

 
 
 
 

二
月 

四
日
（
中
略
）
退
転
の
所
化
祐
天
大
岩
寺
に
住
す
、
三
丸
尼
君
の
御
願
に

因
て
破
格
の
出
世
な
り
、 

 

と
あ
る
よ
う
に
、
多
分
に
桂
昌
院
の
祐
天
推
挙
の
言
葉
が
綱
吉
に
帛
ら
さ
れ
た

こ
と
は
十
分
に
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
綱
吉
を
浄
土
教
に
傾
頭
さ
せ
、
か
つ

桂
昌
院
を
念
仏
者
に
さ
せ
る
機
縁
を
与
え
た
第
一
の
人
物
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
了

也
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
桂
昌
院
の
侍
尼
清
薫
尼
が
、
『
清
薫
一
代

記
』
に
「
御
前
に
て
祐
天
上
人
の
徳
行
を
帰
依
し
申
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
桂

昌
院
に
あ
る
い
は
綱
吉
に
祐
天
の
徳
行
を
語
っ
た
こ
と
で
、
祐
天
が
桂
昌
院
に

邂
逅
す
る
必
然
性
を
作
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

（
祐
天
寺
主
任
研
究
員
）  

注 （
１
） 

国
立
公
文
書
館
蔵
。
以
下
『
日
記
』
は
全
て
同
館
蔵
。 

（
２
） 

祐
天
寺
蔵
。
祐
天
の
随
従
者
香
残
が
記
録
し
た
『
明
顕
山
寺
録
』
か

ら
主
要
な
記
事
を
摘
録
し
た
も
の
。
同
寺
録
は
現
存
し
な
い
。 

（
３
） 

『
武
州
荏
原
郡
目
黒
墅
明
顕
山
善
久
院
祐
天
寺
開
山
前
増
上
大
僧
正

明
蓮
社
顕
誉
祐
天
上
人
愚
心
大
和
尚
伝
畧
記
』
の
跋
文
に
見
え
る
。

な
お
、
右
書
名
の
善
久
院
祐
天
寺
は
俗
称
で
、
正
式
に
は
祐
天
寺
善

久
院
と
い
う
。
将
軍
吉
宗
は
こ
の
寺
号
院
号
を
認
可
し
た
の
で
あ
る
。 

（
４
） 

祐
天
寺
蔵
。 
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（
５
） 

清
書
本
『
開
山
実
録
』
跋
文
に
見
え
る
。 

（
６
） 

祐
天
寺
蔵
『
本
堂
過
去
霊
名
簿
』
は
「
臨
霓
」
。 

（
７
） 

祐
天
寺
蔵
。 

（
８
） 

祐
天
寺
蔵
。 

（
９
） 

祐
天
寺
蔵
。 

（
10
） 
増
上
寺
蔵
。 

（
11
） 

本
論
考
と
直
接
か
か
わ
ら
な
い
記
事
だ
が
、
略
記
と
実
記
の
草
稿
本

の
附
と
清
書
本
の
附
は
、
い
ず
れ
も
「
正
徳
三
年
之
夏
乞
師
所
持
弥

陀
仏
猿
像
長
一
尺
六
寸
一
躯
邀
之
都
城
」
の
よ
う
に
猿
像
長
一
尺
六

寸
と
す
る
が
、
『
明
顕
山
寺
録
撮
要
』
壱
に
は
、
「
立
像
御
丈
壱
尺
五

寸
七
分
」
と
あ
り
、
今
は
撮
要
を
是
と
す
る
。 

（
12
） 

浄
全
第
一
九
巻
、
七
十
六
頁
。 

（
13
） 

宇
高
良
哲
編
著
『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』
所
収
、
川
越
蓮
馨

寺
蔵
「
浄
土
相
承
血
脉
次
第
」
。 

（
14
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
二
百
四
十
七
頁
。 

（
15
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
二
百
四
十
八
頁
。 

（
16
） 

『
日
記
』
。 

（
17
） 

『
増
上
寺
入
寺
帳
』
。 

（
18
） 

『
大
巌
寺
文
書
』
第
四
巻
。 

（
19
） 

国
立
公
文
書
館
蔵
。
以
下
『
柳
営
日
次
記
』
は
全
て
同
館
蔵
。 

（
20
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
九
十
二
頁
。 

（
21
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
九
十
四
頁
。 

（
22
） 

増
上
寺
蔵
。 

（
23
） 

祐
天
寺
蔵
。 

（
24
）
織
田
丹
後
侯
の
家
臣
寺
田
市
左
衛
門
が
牛
嶋
の
祐
天
の
草
廬
を
訪
い
、

見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
記
し
た
の
を
祐
天
寺
二
世
祐
海
が
書
写
し
、
そ

れ
を
同
六
世
祐
全
が
三
巻
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
条
目
を
そ
れ

ぞ
れ
付
し
た
よ
う
で
あ
る
。
凡
例
七
箇
条
は
、
文
化
元
甲
子
年
秋
七

月
、
東
漸
寺
宣
契
の
文
で
あ
る
。 

（
25
） 

『
東
京
市
史
稿
』
第
八
巻
、
二
百
十
七
頁
。 

（
26
） 

祐
天
寺
蔵
。 

（
27
） 

祐
天
寺
蔵
。
奥
書
に
「
于
時
弘
化
二
乙
巳
年
春
三
月
初
旬
、
祐
天
寺

十
三
世
近
誉
祐
興
ヨ
リ
借
請
、
従
五
位
下
朝
散
大
夫
前
築
前
守
藤
原

光
韶
秘
書
之
内
抜
写
」
と
あ
る
。 

（
28
） 

大
正
大
学
蔵
。
こ
の
書
は
内
容
を
十
分
に
吟
味
し
て
活
用
す
べ
き
で

あ
る
。 

（
29
） 

大
正
大
学
蔵
。
『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
、
九
十
八
頁
。 

（
30
） 

『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
、
百
三
十
三
頁
。 

（
31
） 

『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
、
百
三
十
五
頁
～
百
三
十
六
頁
。 

（
32
） 

浄
全
第
十
七
巻
、
五
百
五
十
七
頁
。 

（
33
） 

浄
全
第
十
七
巻
、
五
百
五
十
六
頁
。 

（
34
） 

『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』
、
百
三
十
四
頁
～
百
三
十
五
頁
。 

（
35
） 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
都
立
公
文
書
館
蔵
。 

（
36
） 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
都
立
公
文
書
館
蔵
。 

（
37
） 

国
立
公
文
書
館
蔵
。 

（
38
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
頁
～
四
百
二
十
一
頁
。 

（
39
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
頁
。 

（
40
） 

祐
天
寺
蔵
。 

（
41
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
42
） 
増
上
寺
蔵
『
日
鑑
便
覧
』
。 

（
43
） 
『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
44
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 
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（
45
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
46
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
47
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
頁
。 

（
48
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
頁
。 

（
49
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
50
） 
『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
51
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
52
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。
浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
一
頁
。 

（
53
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
54
） 

林 

亮
勝
他
校
訂
『
隆
光
僧
正
日
記
』
所
収
。 

（
55
） 

『
日
記
』
。
浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
一
頁
に
は
「
三
丸
御
殿
に
於

て
貞
誉
大
僧
正
を
師
と
し
て
五
重
御
相
伝
遊
ば
せ
ら
る
」
と
あ
る
。 

（
56
） 

『
日
記
』
、
『
柳
営
日
次
記
』
。 

（
57
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
一
頁
。 

（
58
） 

浄
全
第
十
九
巻
、
四
百
二
十
一
頁
～
四
百
二
十
二
頁
。 

（
59
） 

浄
全
第
十
七
巻
、
五
百
五
十
六
頁
。 

（
60
） 

全
第
十
七
巻
、
五
百
五
十
六
頁
。 

（
61
） 

国
立
公
文
書
館
蔵
。 

佛
教
文
化
学
会
紀
要 

第
９
号 
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